
 

 
 
 
 
 
（例） 20,000円の保険請求（支払済分）を 18,000円に減額して請求したい場合。 

（過誤申立を行った月を１０月として、処理が最も早い場合） 
 

市 連合会 サービス提供事業所

決 定 

利 用 実 績 

①過 誤 申 立 

過誤決定通知 

審  査 

審 査 結 果 
（支払決定額内訳書等） 

④ 再 請 求 
（形は月遅新規請求、 

毎月１０日締切） 

審  査 

② 受  付 
（毎月１４日締切） 

支払決定金額 

過誤決定通知 

決 定 

20,000円 

0円 

18,000円 

実施月 

１０月 

１１月 

１２月 

（申立書で通常過誤を 

○で囲む事） 

⑤ 

③ 

過誤のながれについて  通常過誤 



 

 
 
 
 
 
（例） 20,000円の保険請求（支払済分）を 18,000円に減額して請求したい場合。 

（過誤申立を行った月を１０月として、処理が最も早い場合） 
 

市 連合会 サービス提供事業所

利 用 実 績 

①過 誤 申 立 

過誤決定通知 

審 査 結 果 
（支払決定額内訳書等） 

③ 再 請 求 
形は月遅新規請求 
毎月１０日締切 

審  査 

② 受 付 
（毎月１４日締切） 

支払決定金額 

過誤決定通知 

決 定 

20,000円 

18,000円 

実施月 

１０月 

１１月 

１２月 

過誤のながれについて  同月過誤 

（申立書で同月過誤を 

○で囲む事） 

Ｐｏｉｎｔ 
過誤審査を次の再請求と同時

（同月）に行うため、結果として金

額がいったん０円となる期間が

ない。 

※通常過誤とは違い、この段階

で過誤決定通知はないので、再

請求を忘れないようにしてくださ

い。 

 
（注）ここで正しい請求を連合会

におこしていないと、審査時にお

いて通常の過誤として処理され

てしまうので、金額は一度、０円

として決定される。また、通常の

過誤と比べても審査月が１月遅

れての処理となってしまう。 

④ 


